
設工認に係る補足明資料 

耐震設計の基本方針に関する 

耐震Ｓクラス設備の耐震計算書における 

Ｓｄ評価結果の記載方法 

日本原燃株式会社 

資料番号 耐震機電 09 R6 

提出年月日 令和４年 11 月 2 4日 

【公開版】 

1. 文章中の下線部は，R5 から R6への変更箇所を示す。

2. 本資料(R6)は，令和３年５月 18 日に提示した「耐震設計の基本方針に関する耐震Ｓ

クラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記載方法 R5」に対し，他補足説

明資料との記載程度の整合に伴い記載の拡充及び見直しを行ったものである。 
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1. 概要 

本資料は，再処理施設及びMOX燃料加工施設(以下「当社施設」という。)に対する，

以下に示す添付書類におけるＳｄ評価結果の記載方針について補足説明するものである。 

・再処理施設 添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」 

・再処理施設 添付書類「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算

書」 

・MOX 燃料加工施設 添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」 

  

耐震Ｓクラス設備に対する評価は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

基づき行っている。本基本方針には，「弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性設計に留まる範囲で耐える様に設計

する」ことを示した上で行っている。 

上記評価に対する耐震計算書上の記載方法としては，弾性設計用地震動Ｓｄ及び静的

地震力(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ＊」という。)による評価結果を比較した上で大き

い方の結果を示している。 

耐震計算書の作成においては，前述の記載方法に加え，申請書作成の効率化として基

準地震動Ｓｓによる算出応力等の発生値(以下「発生値」という。)を用いて弾性設計用

地震動Ｓｄ評価の健全性を示すことが可能な設備は，発生値の記載を省略して申請を行

う。 

 

ここでは，耐震Ｓクラス設備に対する評価結果の耐震計算書上の記載手順について示

す。 

 

なお，本資料で示す内容については当社施設の後次回申請設備についても適用するも

のとし，廃棄物管理施設については別途整理するものとする。 

 

注記 ＊：当社施設におけるほとんどの設備で静的地震力よりも弾性設計用地震動Ｓｄの方が大きくなることから，

それらの地震力を用いた評価結果である静的地震力による発生値は弾性設計用地震動Ｓｄによる発生値

におおむね包含される。なお，一部の設備において静的地震力による発生値が弾性設計用地震動Ｓｄに

よる発生値を超過する理由としては，静的地震力に対する荷重の組合せ方法に絶対値和法を用いるため

である。 

本資料においては，静的地震力を含めて「弾性設計用地震動Ｓｄ」として示す。 

 

2. 記載手順 

2.1 弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果に対する確認について 

機器・配管系の評価対象設備が弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果に対して，以

下の確認を実施した。 
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【Ｓｄ評価結果に対する確認内容】 

①基準地震動Ｓｓによる発生値と評価基準値(許容応力状態ⅢＡＳ)の比較での確認 

 評価対象設備の基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値(許容応力状態ⅢＡＳ)以

下であることを確認する。 

 弾性設計用地震動Ｓｄは基準地震動Ｓｓを用いて定義＊しており，設備の基準地震

動Ｓｓによる発生値が評価基準値(許容応力状態ⅢＡＳ)以下であれば，弾性設計用地

震動Ｓｄによる発生値についても評価基準値(許容応力状態ⅢＡＳ)以下となることか

ら，基準地震動Ｓｓによる発生値を用いて健全性を示す。 

注記 ＊：基準地震動のスペクトルの比率として基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及び震源を特定せず策定する地震動 

のうち基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して係数 0.5 を乗じており，敷地ごとに震源を特定し策定する

地震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ａに対しては，基準地震動Ｓ１を上回るよう係数 0.52 を乗じている。 

②弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果での確認

①項にて評価対象設備の基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値(許容応力状態

ⅢＡＳ)を超える部位については，弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果にて健全性を

示す。 

上記①及び②の確認内容に応じた耐震計算書上の弾性設計用地震動Ｓｄ評価結果の

記載方法について次項に示す。 

2.2 弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果の記載方法について 

2.1 項に示した確認内容に応じた耐震計算書上の弾性設計用地震動Ｓｄによる評価

結果の記載方法は以下のとおり。 

【Ｓｄによる評価結果の記載方法】 

①基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値(許容応力状態ⅢＡＳ)以下の場合

弾性設計用地震動Ｓｄによる発生値の記載は省略可能であることから，許容応力

(許容応力状態ⅢＡＳ)のみを記載し，発生値は“－”を記載する。

②基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値(許容応力状態ⅢＡＳ)を超える場合

弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果を示すことから，発生値，許容応力等を記載

する。 

弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果に対する耐震計算書の記載手順を第 2.2-1 図

に，記載方法及び記載例を添付－１，添付－２に示す。 
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第 2.2-1 図 弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果に対する耐震計算書の記載手順 

【Ｓｄ評価結果に対する確認①】 

基準地震動Ｓｓによる発生

値が評価基準値(許容応力状

態ⅢＡＳ)以下か 

Yes 

No 

耐震計算書 
 

【Ｓｄ評価結果の記載方法①】 

発生値⇒省略 

許容応力⇒記載 

弾性設計用地震動Ｓｄ＊と 

基準地震動Ｓｓ評価結果の比較 

耐震計算書 
 

【Ｓｄ評価結果の記載方法②】 

発生値⇒記載 

許容応力⇒記載 

【Ｓｄ評価結果に対する確認②】 

弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果 

注記 ＊：耐震計算書の評価結果の記載方法とし 
ては，弾性設計用地震動Ｓｄ及び静的 
地震力による評価結果を比較した上で 
大きい方の結果を示している。 
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添付－１ 

耐震計算書における弾性設計用地震動Ｓｄによる 

評価結果の記載方法 
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耐震計算書における弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果の記載方法 添付－１

① 基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値（許容応力状態ⅢＡＳ）以下の場合

一 次一 般膜  σb1= －  fts1= 158  σb1= 30  fts1= 267

一 次＋ 二次  τb1= －  fsb1= 237  τb1= 90  fsb1= 400

△ △ △ △ SUS304 組 合 せ  σb2= －  fts2= 316  σb2= 50  fts2= 316

引 張  σb3= －  fts3= 153  σb3= 20  fts3= 153

せ ん 断  τb3= －  fsb3= 118  τb3= 10  fsb3= 118

すべて許容応力以下であるので安全である。 注記　1)：Ｓｓによる算出応力がＳｄ又は3.6Ciの許容応力以下である場合は記載を省略する。

② 基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値（許容応力状態ⅢＡＳ）を超える場合

一 次 一 般 膜  σb1= －  fts1= 158  σb1= 30  fts1= 267

一 次 ＋ 二 次  τb1= －  fsb1= 237  τb1= 90  fsb1= 400

△ △ △ △ SUS304 組 合 せ  σb2= －  fts2= 316  σb2= 50  fts2= 316

引 張  σb3= 80  fts3= 153  σb3= 160  fts3= 184

せ ん 断  τb3= 50  fsb3= 118  τb3= 120  fsb3= 142

すべて許容応力以下であるので安全である。 注記　1)：Ｓｓによる算出応力がＳｄ又は3.6Ciの許容応力以下である場合は記載を省略する。

SS400

SUS316

許 容 応 力

〇 〇 〇 〇

□ □ □ □

部 材 材 料 応 力
Ｓｄ又は3.6Ci Ｓｓ

算 出 応 力 許 容 応 力 算 出 応 力

応 力
Ｓｄ又は3.6Ci Ｓｓ

算 出 応 力 許 容 応 力 算 出 応 力 許 容 応 力

〇 〇 〇 〇 SS400

□ □ □ □ SUS316

部 材 材 料

ａ．Ｓｓによる発生値と

Ｓｄ又は3.6Ciの許

容応力を比較

ｂ．Ｓｓによる発生値（例：算出応力）がＳｄ又は3.6Ciの許容

応力以下のため、記載を省略。

ｂ．Ｓｓによる発生値（例：算出応力）がＳｄ又は3.6Ciの許容

応力を超えるため、Ｓｄ又は静的地震力による発生値を記載。

ａ．Ｓｓによる発生値と

Ｓｄ又は3.6Ciの許

容応力を比較

1）

1）
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添付－２ 

耐震計算書における弾性設計用地震動Ｓｄによる 

評価結果の記載例 
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耐震計算書における弾性設計用地震動Ｓｄによる評価結果の記載例 添付－２

① 基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値（許容応力状態ⅢＡＳ）以下の場合

一 次一 般膜  σb1= －  fts1= 158  σb1= 30  fts1= 267

一 次＋ 二次  τb1= －  fsb1= 237  τb1= 90  fsb1= 400

△ △ △ △ SUS304 組 合 せ  σb2= －  fts2= 316  σb2= 50  fts2= 316

引 張  σb3= －  fts3= 153  σb3= 20  fts3= 153

せ ん 断  τb3= －  fsb3= 118  τb3= 10  fsb3= 118

すべて許容応力以下であるので安全である。 注記　1)：Ｓｓによる算出応力がＳｄ又は3.6Ciの許容応力以下である場合は記載を省略する。

② 基準地震動Ｓｓによる発生値が評価基準値（許容応力状態ⅢＡＳ）を超える場合

一 次 一 般 膜  σb1= －  fts1= 158  σb1= 30  fts1= 267

一 次 ＋ 二 次  τb1= －  fsb1= 237  τb1= 90  fsb1= 400

△ △ △ △ SUS304 組 合 せ  σb2= －  fts2= 316  σb2= 50  fts2= 316

引 張  σb3= 80  fts3= 153  σb3= 160  fts3= 184

せ ん 断  τb3= 50  fsb3= 118  τb3= 120  fsb3= 142

すべて許容応力以下であるので安全である。 注記　1)：Ｓｓによる算出応力がＳｄ又は3.6Ciの許容応力以下である場合は記載を省略する。

部 材 材 料 応 力
Ｓｄ又は3.6Ci Ｓｓ

算 出 応 力 許 容 応 力 算 出 応 力 許 容 応 力

〇 〇 〇 〇 SS400

□ □ □ □ SUS316

部 材 材 料
Ｓｄ又は3.6Ci Ｓｓ

算 出 応 力 許 容 応 力 算 出 応 力 許 容 応 力

〇 〇 〇 〇 SS400

□ □ □ □ SUS316

応 力

1）

1）
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